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－１－ 

議案第１２号  

上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例  

上尾市個人情報保護条例（平成１１年上尾市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。  

第２条第８号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条にお

いて準用する場合を含む。）」を加える。  

第２３条第２項第１号エ中「第２８条」を「第２９条」に改める。  

第２３条の３中「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第８

号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」に

改め、「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条において準用す

る場合を含む。）」を加える。  

附 則  

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の

施行の日（平成２９年５月３０日）から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い、情報提供等記録の定義規定及び保有個人情報の提供

先への通知に関する規定を改めたいので、この案を提出する。  



 

－２－ 

議案第１３号  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰     

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する

条例  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年上尾市条例

第１５号）の一部を次のように改正する。  

第８条の２第１項中「子のある職員」を「子（民法（明治２９年法律第８

９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同

項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請

求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当

該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定

める者を含む。以下この条、第１４条第２項及び別表において同じ。）のあ

る職員」に改め、同条第４項を次のように改める。  

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する要介護者を介護する職員に

ついて準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期（任命

権者が特別の事由があると認める場合にあっては、別に任命権者が定める

時期。第３項において同じ。）に達するまでの子（民法（明治２９年法律

第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定

する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる

者として規則で定める者を含む。以下この条、第１４条第２項及び別表に



 

－３－ 

おいて同じ。）のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定め

るところにより、当該子を養育する」とあり、第２項中「３歳に満たない

子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、

及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定

めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第１５条第１項に規

定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者

を介護する」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当該

請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難で

ある」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。  

第１１条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。  

第１５条第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を、「支障があるも

の」の次に「をいう。以下同じ。）」を、「介護をするため、」の次に「任

命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、

通算して６月を超えない範囲 内で 指 定する期間（以下「指定期間」と い

う。）内において」を加え、同条第２項本文中「前項に規定する者の各々が

同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する６月の

期間」を「指定期間」に改め、同項ただし書を削る。  

第１５条の次に次の１条を加える。  

 （介護時間）  

第１５条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期

間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１

日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇とする。  

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を

超えない範囲内において必要と認められる時間とする。  



 

－４－ 

３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用する。  

第１６条第４項中「前条第３項」を「第１５条第３項」に改める。  

第１７条（見出しを含む。）中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加え

る。  

 第１９条中「考慮して」の次に「、規則で定める基準に従い」を加える。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正前の第１７条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、

この条例の施行の日において当該介護休暇の初日（以下単に「初日」とい

う。）から起算して６月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正

後の第１５条第１項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の

定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの条例の施行の

日以後の日（初日から起算して６月を経過する日までの日に限る。）まで

の期間を指定するものとする。  

 （上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）  

３ 上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４５年上

尾市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

  第１３条第２項中「（当該技能労務職員がその小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲

内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）」を「（地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第１項に規定

する部分休業をいう。）」に、「又は介護休暇（当該技能労務職員が配偶

者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老

齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの

の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇をいう。）」を「、介護休暇（上尾市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例第１５条第１項に規定する介護休暇をいう。）又は介護時

間（同条例第１５条の２第１項に規定する介護時間をいう。）」に改める。  

第１５条の２中「（平成３年法律第１１０号）」を削る。  



 

－５－ 

提案理由  

国家公務員における制度改正に準じて、職員が介護休暇を３回まで分割

して取得することができるようにするほか、介護時間を新設したいので、

この案を提出する。  



 

－６－ 

議案第１４号  

上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰     

上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 上尾市職員の育児休業等に関する条例（平成４年上尾市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。  

第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）  

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４第２項に規定する養育里親で

ある職員（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反

するため、同項の規定により、同法第６条の４第１項に規定する里親で

あって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児

童を委託することができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３

号の規定により委託されている当該児童とする。  

第３条第１号を次のように改める。  

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したこと

により、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は

出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。  

ア 死亡した場合  

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合  

第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。  

(2) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことに

より当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係

る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。  

ア 前号ア又はイに掲げる場合  



 

－７－ 

イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定に

よる請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立

の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児

童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合  

第８条第１号を次のように改める。  

  (1) 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間

勤務をいう。以下同じ。）をしている職員が、産前の休業を始め、又

は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、

当該産前の休業又は出産に係る子が第３条第１号ア又はイに掲げる場

合に該当することとなったこと。  

第８条中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。  

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第１１条第１号に掲げる事由に

該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同

号に規定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに掲げる場合に該

当することとなったこと。  

第２条 上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。  

  第２条の２中「第６条の４第２項」を「第６条の４第１号」に、「第６

条の４第１項」を「第６条の４第２号」に、「里親であって養子縁組によ

って養親となることを希望している者」を「養子縁組里親」に改める。  

第１６条第２項中「を承認されている職員」を「又は勤務時間条例第 

１５条の２の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員」に、

「を承認されている時間」を「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しな

い時間」に改める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２９

年４月１日から施行する。  

 

 

 

 



 

－８－ 

提案理由  

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業等の

対象となる子の範囲その他同法において条例で定めるとされている事項に

関し、規定を整備する必要があるので、この案を提出する。  



 

－９－ 

議案第１５号  

   上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。  

  平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰     

   上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

 第１条の２第５６号を次のように改める。  

(56) スクールソーシャルワーカー  

第１条の２第５６号の２を削り、同条第５７号を次のように改める。  

(57) 英語指導助手  

第１条の２第５７号の２及び第５７号の３を削り、同条第５８号から第６

１号までを次のように改める。  

(58)から (61)まで 削除  

第１条の２第６２号を次のように改める。  

(62) 公民館長  

別表第１の４の項報酬額の欄を次のように改める。  

 
日額 １０，０００円  

日額 ９，０００円  
別表第１の４８の項を次のように改める。  

４８  投票立会人  

 投票所の投票立会人  

 

 

 

 

 

日 額  １ ０ ， ７ ０ ０ 円

（投票所の投票立会人と

して従事する時間が投票

時間の２分の１の場合に

あっては、５，３５０円） 
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期日前投票所の投票立

会人  

 

期日前投票所の投票立会

人 と し て 従 事 す る 時 間

が、その期日前投票所に

おける投票時間の２分の

１ を 超 え る 場 合 は 日 額

９，５００円、２分の１

以内の場合は日額４，７

５０円  

別表第１の５６の項を次のように改める。  

５６  スクールソーシャルワ

ーカー  

日額 １０，８００円  

別表第１の５６の２の項を削り、同表の５７の項を次のように改める。  

５７  英語指導助手  月額 ３７５，０００円

以内  

別表第１の５７の２の項及び５７の３の項を削り、同表の５８の項から６

１の項までを次のように改める。  

５ ８ か ら ６ １

まで  

 削除   

別表第１の６２の項を次のように改める。  

６２  公民館長  月額 １０９，０００円  

附 則  

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

提案理由  

  公平委員会委員に支給する報酬の支給区分を年額から日額に改めるほか、

投票立会人の報酬額を立ち会う時間に応じたものとしたいので、この案を

提出する。  
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議案第１６号  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の制定について  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を次

のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例  

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の

２第４項の規定に基づき、一般職の職員で非常勤のもの（上尾市職員の給

与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）第４条の２に規定する

再任用短時間勤務職員及び上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成２２年上尾市条例第３号）第９条に規定する任期付短時間勤務職

員を除く。以下「一般職非常勤職員」という。）に支給する報酬及び費用

弁償の額について定めるものとする。  

（報酬の額）  

第２条 この条例において一般職非常勤職員とは、別表の左欄に掲げる職種

の者とし、これらの者に対して同表の右欄に掲げる額の報酬を支給する。  

第３条 報酬の計算期間は、月の１日から末日まで（以下「報酬期間」とい

う。）とし、報酬月額の全額を支給する。  

２ 新たに一般職非常勤職員となった者には、その日から報酬を支給する。  

３ 一般職非常勤職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。  

４ 一般職非常勤職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。  

５ 第２項又は第３項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬期間

の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬期間の末日まで支給すると

き以外のときは、その報酬額は、その報酬期間の現日数から当該一般職非

常勤職員の勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎とし

て日割りによって計算する。  

（報酬の減額）  

第４条 一般職非常勤職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき
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特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない１時間につ

き、規則で定める勤務１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。  

（通勤に要する費用の弁償）  

第５条 一般職非常勤職員に対しては、通勤に要する費用を弁償する。  

２ 前項の規定により弁償する通勤に要する費用の額は、第１号に掲げる一

般職非常勤職員にあっては当該通勤に要した運賃等（同号に規定する運賃

等をいう。）の額（その額が１か月当たり５万５，０００円を超えるとき

は、５万５，０００円）に相当する額とし、第２号及び第３号に掲げる一

般職非常勤職員にあっては規則で定める額とする。  

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）

を利用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担するこ

とを常例とする一般職非常勤職員（交通機関等を利用しなければ通勤す

ることが著しく困難である一般職非常勤職員以外の一般職非常勤職員で

あって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる一

般職非常勤職員を除く。）  

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下「自

動車等」という。）を使用することを常例とする一般職非常勤職員（自

動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である一般職非常勤

職員以外の一般職非常勤職員であって、自動車等を使用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であ

るもの及び次号に掲げる一般職非常勤職員を除く。）  

(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を

使用することを常例とする一般職非常勤職員（交通機関等を利用し、又

は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である一般職非

常勤職員以外の一般職非常勤職員であって、交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。）  

３ 前２項に定めるもののほか、一般職非常勤職員に弁償する費用弁償につ

いては、規則で定める。  

（委任）  
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第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正）  

２ 上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。  

第１６条の６第１項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び上尾市一

般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成２９年

上尾市条例第  号）第２条の規定の適用のある同条の一般職非常勤職

員」を加える。  

別表（第２条関係）  

職種  報酬の月額  

１  家庭児童相談員  １０５，０００円  

２  歯科保健推進員  １３４，０００円  

３  消費生活相談員  １７８，０００円  

４  国民年金相談員  １３９，５００円  

５  男女共同参画推進センター協力員  ８４，０００円  

６  配偶者暴力相談支援センター女性相談員  １０７，０００円  

７  社会教育指導員  １１２，５００円以

内で規則で定める額  

８  文化財調査専門員  １１２，５００円以

内で規則で定める額  

９  子どもの読書活動支援センター協力員  １０５，０００円  

１０  教育相談員  １１２，５００円  

１１  学校適応指導教室指導員  １１２，５００円  

１２  さわやか相談室相談員  １４７，０００円  
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１３  教育心理専門員  ２４０，０００円  

１４  

 

その他任命権者が必要と認める職種で規則

で定めるもの  

１５０，０００円以

内で規則で定める額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

提案理由  

一般職の非常勤職員に支給する報酬及び費用弁償の額を定めたいので、

この案を提出する。  
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議案第１７号 

上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部

を改正する条例の制定について 

上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

平成２９年２月２４日提出 

上尾市長  島 村  穰 

上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部

を改正する条例 

上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例（平成２５

年上尾市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表１の項手数料の金額の欄を次のように改める。 

次に掲げる額を合算して得た金額  

(1) 低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項各号に掲げる基準に

適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別

に定めるものが提出された場合  

ア 一戸建ての住宅 ５，０００円  

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

(ｱ ) 申請に係る一の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の

数（以下この項及び３の項において「申請住戸数」という。）

が１戸のもの ５，０００円  

(ｲ ) 申請住戸数が１戸を超え、５戸以内のもの １万円  

(ｳ ) 申請住戸数が５戸を超え、１０戸以内のもの １万８，００

０円  

(ｴ ) 申請住戸数が１０戸を超え、２５戸以内のもの ３万１，０

００円  

(ｵ ) 申請住戸数が２５戸を超え、５０戸以内のもの ５万２，０

００円  

(ｶ ) 申請住戸数が５０戸を超え、１００戸以内のもの ９万４，

０００円  
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(ｷ ) 申請住戸数が１００戸を超え、２００戸以内のもの １４万

９，０００円  

(ｸ ) 申請住戸数が２００戸を超え、３００戸以内のもの １８万

８，０００円  

(ｹ ) 申請住戸数が３００戸を超えるもの ２０万１，０００円  

 ウ 住宅用途を含む建築物（住戸部分を除く。）及び非住宅建築物  

   次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの １万円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの ３万１，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの ９万４，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの １４万９，０００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの １８万８，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

２３万５，０００円  

(2) (1 )以外の場合  

 ア 一戸建ての住宅 ３万８，０００円  

 イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

(ｱ ) 申請住戸数が１戸のもの ３万８，０００円  

(ｲ ) 申請住戸数が１戸を超え、５戸以内のもの ６万６，０００

円  

(ｳ ) 申請住戸数が５戸を超え、１０戸以内のもの ９万６，００

０円  

(ｴ ) 申請住戸数が１０戸を超え、２５戸以内のもの １４万円  

(ｵ ) 申請住戸数が２５戸を超え、５０戸以内のもの ２０万３，

０００円  

(ｶ ) 申請住戸数が５０戸を超え、１００戸以内のもの ３０万
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１，０００円  

(ｷ ) 申請住戸数が１００戸を超え、２００戸以内のもの ４１万

１，０００円  

(ｸ ) 申請住戸数が２００戸を超え、３００戸以内のもの ５３万

９，０００円  

(ｹ ) 申請住戸数が３００戸を超えるもの ６３万３，０００円  

 ウ 共同住宅の共用部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの １１万１，

０００円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの １９万２，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの ３０万３，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの ３９万４，０００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの ４７万４，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

５５万３，０００円  

エ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物

（オに掲げる場合を除く。） 次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ２５万円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの ４１万２，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの ５９万１，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの ７３万１，０００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平
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方メートル以内のもの ８６万７，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

９８万９，０００円  

オ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物

（市長が別に定める場合に限る。） 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ９万１，０

００円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの １５万８，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの ２５万９，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの ３４万３，０００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの ４１万４，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

４８万６，０００円  

別表２の項手数料の金額の欄中「 (2 )アからウまで」を「 (2 )アからオまで」

に改める。 

別表３の項手数料の金額の欄を次のように改める。 

次に掲げる額を合算して得た金額  

(1) 変更後の低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として

市長が別に定めるものが提出された場合  

ア 一戸建ての住宅 ２，５００円  

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

(ｱ ) 申請住戸数が１戸のもの ２，５００円  

(ｲ ) 申請住戸数が１戸を超え、５戸以内のもの ５，０００円  

(ｳ ) 申請住戸数が５戸を超え、１０戸以内のもの ９，０００円  
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(ｴ ) 申請住戸数が１０戸を超え、２５戸以内のもの １万５，５

００円  

(ｵ ) 申請住戸数が２５戸を超え、５０戸以内のもの ２万６，０

００円  

(ｶ ) 申請住戸数が５０戸を超え、１００戸以内のもの ４万７，

０００円  

(ｷ ) 申請住戸数が１００戸を超え、２００戸以内のもの ７万

４，５００円  

(ｸ ) 申請住戸数が２００戸を超え、３００戸以内のもの ９万

４，０００円  

(ｹ ) 申請住戸数が３００戸を超えるもの １０万５００円  

 ウ 住宅用途を含む建築物（住戸部分を除く。）及び非住宅建築物  

   次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ５，０００

円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの １万５，５００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの ４万７，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの ７万４，５００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの ９万４，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

１１万７，５００円  

(2) (1 )以外の場合  

 ア 一戸建ての住宅 １万９，０００円  

 イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

(ｱ ) 申請住戸数が１戸のもの １万９，０００円  

(ｲ ) 申請住戸数が１戸を超え、５戸以内のもの ３万３，０００
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円  

(ｳ ) 申請住戸数が５戸を超え、１０戸以内のもの ４万８，００

０円  

(ｴ ) 申請住戸数が１０戸を超え、２５戸以内のもの ７万円  

(ｵ ) 申請住戸数が２５戸を超え、５０戸以内のもの １０万１，

５００円  

(ｶ ) 申請住戸数が５０戸を超え、１００戸以内のもの １５万５

００円  

(ｷ ) 申請住戸数が１００戸を超え、２００戸以内のもの ２０万

５，５００円  

(ｸ ) 申請住戸数が２００戸を超え、３００戸以内のもの ２６万

９，５００円  

(ｹ ) 申請住戸数が３００戸を超えるもの ３１万６，５００円  

 ウ 共同住宅の共用部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ５万５，５

００円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの ９万６，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの １５万１，５００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの １９万７，０００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの ２３万７，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

２７万６，５００円  

エ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物

（オに掲げる場合を除く。） 次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの １２万５，
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０００円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの ２０万６，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの ２９万５，５００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの ３６万５，５００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの ４３万３，５００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

４９万４，５００円  

オ 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物

（市長が別に定める場合に限る。） 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ４万５，５

００円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、２，０００平方

メートル以内のもの ７万９，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、５，０００

平方メートル以内のもの １２万９，５００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、１万平方メ

ートル以内のもの １７万１，５００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートルを超え、２万５，０００平

方メートル以内のもの ２０万７，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートルを超えるもの  

２４万３，０００円  

別表４の項手数料の金額の欄中「 (2 )アからウまで」を「 (2 )アからオまで」

に改める。 

附 則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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提案理由 

低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査において、簡易な計算

方法を用いて当該審査を行う場合の手数料を追加したいので、この案を提

出する。 
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議案第１８号  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例の一部を改正する条例  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条

例（平成２８年上尾市条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

別表５の項手数料の金額の欄第１号中「書類」の次に「又はこれに類する

書類として市長が別に定めるもの」を加え、同項を同表６の項とし、同表４

の項手数料の金額の欄中「２の項」を「３の項」に、「３の項」を「４の

項」に改め、同項を同表５の項とし、同表３の項事務の種類の欄中「４の

項」を「５の項」に改め、同項手数料の金額の欄第１号中「書類」の次に

「又はこれに類する書類として市長が別に定めるもの」を加え、同欄第２号

中「第８条第２号イ」を「第１０条第２号イ」に改め、同欄第３号中「第８

条第１号イ (1)」を「第１０条第１号イ (1)」に改め、同欄第４号中「第８条第

１号イ (2 )」を「第１０条第１号イ (2 )」に改め、同項を同表４の項とし、同表

２の項手数料の金額の欄中「１の項」を「２の項」に改め、同項を同表３の

項とし、同表１の項事務の種類の欄中「２の項」を「３の項」に改め、同項

手数料の金額の欄第１号中「書類」の次に「又はこれに類する書類として市

長が別に定めるもの」を加え、同欄第２号中「建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「省

令」という。）第８条第２号イ」を「省令第１０条第２号イ」に改め、同欄

第３号中「第８条第１号イ (1)」を「第１０条第１号イ (1 )」に改め、同欄第４

号中「第８条第１号イ (2 )」を「第１０条第１号イ (2)」に改め、同項を同表２

の項とし、同表に１の項として次の１項を加える。  

１  法 第 １ ２ 条 第

１ 項 若 し く は 第

建 築 物

エ ネ ル

(1) 法第１２条第１項又は第１３条第２項

の規定による場合  
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２ 項 又 は 第 １ ３

条 第 ２ 項 若 し く

は 第 ３ 項 の 規 定

に 基 づ く 建 築 物

エ ネ ル ギ ー 消 費

性能適合性判定  

ギ ー 消

費 性 能

適 合 性

判 定 手

数料  

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。以下「省令」と

いう。）第１条第１項第１号イに定め

る基準に適合するもの 次に掲げる区

分に応じそれぞれ次に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計（市長が別に定める

算定方法によって算定したものをい

う。以下この項及び７の項において

同じ。）が３００平方メートル未満

のもの ２６万７，０００円  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ４３万２，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ６１万６，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ７５万９，０００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ８９万８，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の  １ ０ ２ 万

４，０００円  

イ 省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に適合するもの 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １０万２，０００円  
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  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの １７万１，０００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ２７万７，０００円  

 (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ３６万２，０００円  

 (ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ４３万５，０００円  

  (ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ５１万円  

(2) 法第１２条第２項又は第１３条第３項

の規定による場合  

ア 省令第１条第１項第１号イに定める

基準に適合するもの 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額  

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １３万３，５００円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ２１万６，０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ３０万８，０００円  

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ３７万９，５００円  

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートル
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以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ４４万９，０００円  

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ５１万２，

０００円  

イ 省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に適合するもの 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ５万１，０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ８万５，５００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの １３万８，５００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの １８万１，０００円  

  (ｵ ) 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ２１万７，５００円  

  (ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ２５万５，

０００円  

別表に次のように加える。  

７  建 築 物 の エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能

の 向 上 に 関 す る

法 律 施 行 規 則

（ 平 成 ２ ８ 年 国

建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

確 保 計

(1 ) 省令第１条第１項第１号イに定める基

準に適合するもの 次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの １３万３，５００円 
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土 交 通 省 令 第 ５

号 ） 第 １ １ 条 の

規 定 に 基 づ く 軽

微 な 変 更 に 該 当

し て い る こ と を

証 す る 書 面 の 交

付 の 申 請 に 対 す

る審査  

画 軽 微

変 更 該

当 証 明

書 交 付

申 請 手

数料  

イ 床面積の合計が３００平方メートル

以上２，０００平方メートル未満のも

の ２１万６，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メートル未満

のもの ３０万８，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メー

トル以上１万平方メートル未満のもの 

 ３７万９，５００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル以

上２万５，０００平方メートル未満の

もの ４４万９，０００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平方

メートル以上のもの ５１万２，００

０円 

(2) 省令第１条第１項第１号ロに定める基

準に適合するもの 次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル

未満のもの ５万１，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル

以上２，０００平方メートル未満のも

の ８万５，５００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方メートル未満

のもの １３万８，５００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メー

トル以上１万平方メートル未満のもの 

  １８万１，０００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル以

上２万５，０００平方メートル未満の
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もの ２１万７，５００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平方

メートル以上のもの ２５万５，００

０円  

附 則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

一定規模以上の建築物の新築等に際し、建築物エネルギー消費性能基準

の適合が義務付けられることに伴い、当該適合性の判定手数料を新設した

いので、この案を提出する。  
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議案第１９号 

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

平成２９年２月２４日提出 

上尾市長  島 村  穰 

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例 

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例（平成４年上尾市条例第２８号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当す

る家庭をいう。 

(1) 次のアからオまでのいずれかに該当する児童（規則で定める状態にあ

るものを除く。）の母が当該児童を監護する家庭  

ア 父母が婚姻を解消した児童 

イ 父が死亡した児童 

ウ 父が規則で定める程度の障害の状態にある児童 

エ 父の生死が明らかでない児童 

オ アからエまでに準ずる状態にある児童で規則で定めるもの 

(2) 次のアからオまでのいずれかに該当する児童（規則で定める状態にあ

るものを除く。）の父が当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同

じくする家庭  

ア 父母が婚姻を解消した児童 

イ 母が死亡した児童 

ウ 母が規則で定める程度の障害の状態にある児童 

エ 母の生死が明らかでない児童 

オ アからエまでに準ずる状態にある児童で規則で定めるもの 

３ この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童（規則で定める状態

にあるものを除く。）と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持

する者であって、当該児童の父母並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１
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６４号）第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

及び同法第６条の４第１項に規定する里親でないものをいう。 

(1) 母が監護しない前項第１号アからオまでのいずれかに該当する児童  

(2) 母がない前項第１号ア及びウからオまでのいずれかに該当する児童  

(3) 父が監護しないか、又は父と生計を同じくしない（父がない場合を除

く。）前項第２号アからオまでのいずれかに該当する児童  

(4) 父がない前項第２号ア及びウからオまでのいずれかに該当する児童  

(5) 父母がない児童  

第３条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。  

２ 同一の児童の父、母及び養育者のうちの２人以上が前項の規定の適用を

受けることとなる場合においては、次に掲げる者については、同項の規定

は適用しない。 

(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき又は父

及び養育者のいずれもが対象者となるときの当該父  

(2) 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが対象者となるときの

当該養育者  

第４条第１項各号列記以外の部分中「対象者としない」を「規則で定める

期間、ひとり親家庭等医療費の支給を行わない」に改める。 

第５条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合において、対象者でないと

決定したとき又は前条第１項各号のいずれかに該当すると認めたときは、

規則で定めるところにより、当該申請を行った者に通知するものとする。 

第９条第１項中「第５条」を「第５条第１項」に改め、同条第２項中「に

属する受給者」を削る。 

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の一部改正）  

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す
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る条例（平成２８年上尾市条例第４２号）の一部を次のように改正する。  

本則第３号中「第３条第２項第４号」を「第３条第３項第４号」に改め

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

同一の児童に関し支給要件に該当する者が２人以上となる場合の支給対

象者を規定するほか、所得制限に関する規定などを整備したいので、この

案を提出する。  
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議案第２０号  

上尾市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市敬老祝金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市敬老祝金条例の一部を改正する条例  

上尾市敬老祝金条例（平成１７年上尾市条例第７号）の一部を次のように

改正する。  

第１条中「本市に居住する」を「市内に住所を有する」に改め、「（以下

「祝金」という。）」を削る。  

第２条を次のように改める。  

（敬老祝金の贈呈）  

第２条 市長は、毎年８月３１日において、次項各号に掲げる者のいずれか

に該当し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による本市

の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている者に対して、敬老祝金

を贈呈する。  

２ 前項の規定により贈呈する敬老祝金の額は、次の各号に掲げる者の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。  

(1) ７５歳の者 ５，０００円  

(2) ７７歳の者 １０，０００円  

(3) ８８歳の者 ２０，０００円  

(4) ９９歳の者 ３０，０００円  

(5) １００歳以上の者 ５０，０００円  

３ 前項の敬老祝金は、毎年９月に贈呈するものとする。  

 第３条中「前条に定めるもののほか、」を「この条例に定めるもののほか、

敬老祝金の贈呈に関し」に改める。  

附 則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  
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提案理由  

敬老祝金を贈呈する対象者を定めた規定を改めたいので、この案を提出

する。  
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議案第２１号  

上尾市要介護高齢者等手当支給条例及び上尾市要介護高齢者等介護者

慰労金支給条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市要介護高齢者等手当支給条例及び上尾市要介護高齢者等介護者慰労

金支給条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市要介護高齢者等手当支給条例及び上尾市要介護高齢者等介護者

慰労金支給条例の一部を改正する条例  

 （上尾市要介護高齢者等手当支給条例の一部改正）  

第１条 上尾市要介護高齢者等手当支給条例（昭和４７年上尾市条例第３４

号）の一部を次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

    上尾市要介護高齢者手当支給条例  

  第１条中「要介護高齢者等手当」を「要介護高齢者手当」に改める。  

  第２条中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に、「上尾市要介護高

齢者等介護者慰労金支給条例」を「上尾市要介護高齢者介護者慰労金支給

条例」に改める。  

  第３条各号列記以外の部分中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に

改め、同条第１号中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に改め、同条

第２号中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に、「上尾市要介護高齢

者等介護者慰労金支給条例」を「上尾市要介護高齢者介護者慰労金支給条

例」に、「要介護高齢者等介護者慰労金」を「要介護高齢者介護者慰労

金」に改め、同条に次の２項を加える。  

２ 前項の規定にかかわらず、要介護高齢者が次に掲げる施設に入所し、

又は入院しているときは、手当を支給しない。  

 (1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定する

介護保険施設  

 (2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する

病院又は同条第２項に規定する診療所  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める施設  
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３ 前項の規定は、月の初日から末日までの全ての期間にわたり引き続い

て、同項各号に掲げる施設に入所し、又は入院した場合に限り適用する

ものとする。  

  第５条第１項中「第３条各号」を「第３条第１項各号」に改める。  

第６条中「消滅した日」の次に「の前日（要介護高齢者が月の初日から

末日までの全ての期間にわたり引き続いて、第３条第２項各号に掲げる施

設に入所し、又は入院した場合にあっては、当該月の初日の前日）」を加

える。  

  第７条中「要介護高齢者等手当」を「要介護高齢者手当」に改める。  

  第９条第１号中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に改め、同条第

２号中「第３条各号」を「第３条第１項各号」に改める。  

  第１１条第２項第１号中「第３条各号」を「第３条第１項各号」に改め

る。  

 （上尾市要介護高齢者等介護者慰労金支給条例の一部改正）  

第２条 上尾市要介護高齢者等介護者慰労金支給条例（平成４年上尾市条例

第１１号）の一部を次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

    上尾市要介護高齢者介護者慰労金支給条例  

  第１条中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に、「上尾市要介護高

齢者等介護者慰労金」を「上尾市要介護高齢者介護者慰労金」に改める。  

第２条を次のように改める。  

  （定義）  

 第２条 この条例において「要介護高齢者」とは、市内に住所を有する６

５歳以上の者で、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規

定による要介護認定、同法第２８条の規定による要介護認定の更新又は

同法第２９条若しくは第３０条の規定による要介護状態区分の変更の認

定において、その該当する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護

認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生

省令第５８号）第１条第１項第４号に掲げる要介護４又は同項第５号に

掲げる要介護５であるものをいう。  

第３条第１項中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に、「次項」を
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「第４項」に改め、同条第２項中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」

に改め、同項を同条第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。  

２ 前項の規定にかかわらず、要介護高齢者が次に掲げる施設に入所し、

又は入院しているときは、慰労金を支給しない。  

 (1) 介護保険法第８条第２５項に規定する介護保険施設  

 (2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する

病院又は同条第２項に規定する診療所  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める施設  

３ 前項の規定は、月の初日から末日までの全ての期間にわたり引き続い

て、同項各号に掲げる施設に入所し、又は入院した場合に限り適用する

ものとする。  

  第４条中「要介護高齢者等」を「要介護高齢者」に改める。  

第６条中「消滅した日」の次に「の前日（要介護高齢者が月の初日から

末日までの全ての期間にわたり引き続いて、第３条第２項各号に掲げる施

設に入所し、又は入院した場合にあっては、当該月の初日の前日）」を加

える。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２９年１２月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 第１条の規定による改正後の上尾市要介護高齢者手当支給条例の規定は、

平成２９年１２月以後の月分の要介護高齢者手当の支給について適用し、

同年１１月以前の月分の要介護高齢者等手当の支給については、なお従前

の例による。  

３ 第２条の規定による改正後の上尾市要介護高齢者介護者慰労金支給条例

の規定は、平成２９年１２月以後の月分の上尾市要介護高齢者介護者慰労

金の支給について適用し、同年１１月以前の月分の上尾市要介護高齢者等

介護者慰労金の支給については、なお従前の例による。  
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提案理由  

要介護高齢者が病院に入院した場合には、当該要介護高齢者に対する手

当又はその介護者に対する慰労金を支給しないこととしたいので、この案

を提出する。  
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議案第２２号  

上尾市介護予防・生活支援サービス事業手数料条例の制定について  

上尾市介護予防・生活支援サービス事業手数料条例を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市介護予防・生活支援サービス事業手数料条例  

上尾市介護予防事業手数料条例（平成１８年上尾市条例第１６号）の全部

を改正する。  

（趣旨）  

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の

４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第２号に規

定する事業を除く。以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。）

の利用者から同条第５項の規定に基づき徴収する手数料に関し、必要な事

項を定めるものとする。  

（手数料を徴収する介護予防・生活支援サービス事業）  

第２条 この条例の規定により手数料を徴収する介護予防・生活支援サービ

ス事業は、介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第一号

通所事業（以下単に「第一号通所事業」という。）とする。ただし、次に

掲げる第一号通所事業を除く。  

(1) 第一号通所事業の利用者が介護保険法の規定に基づいて算定される自

己負担相当額を支払う必要のある第一号通所事業  

(2) その他規則で定める第一号通所事業  

（手数料の額及びその納付の方法）  

第３条 前条本文の規定により徴収する手数料の額は、第一号通所事業に係

る利用の１単位（第一号通所事業を実施するための１時間から２時間まで

の連続した時間において規則で定める利用の単位をいう。）につき１５０

円とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、第一号通所事業を利用した者の属する世帯が

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付
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受給世帯であるときは、手数料は、無料とする。  

３ 第１項に規定する手数料は、市長が発行する納付書により納付しなけれ

ばならない。  

（手数料の減免）  

第４条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前条第１項に規定する

手数料の額を減額し、又は当該手数料の納付を免除することができる。  

 （委任）  

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、手数料条例を介護保険

法の規定に即したものに全部改正する必要があるので、この案を提出する。  
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議案第２３号  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２９年２月２４日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例  

上尾市火災予防条例（昭和３７年上尾市条例第６号）の一部を次のように

改正する。  

 目次中「第４８条」を「第４９条」に、「第４９条・第５０条」を「第５

０条・第５１条」に改める。  

 第５０条を第５１条とし、第４９条を第５０条とする。  

 第６章中第４８条を第４９条とし、第４７条の次に次の１条を加える。  

 （防火対象物の消防用設備等の状況の違反の公表）  

第４８条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の当該防火対象物の

火災に対する安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等

の状況が法又は令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができ

る。  

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象

物の関係者にその旨を通知するものとする。  

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに

公表の手続及び内容は、規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

提案理由  

防火対象物の消防用設備等の状況が法令の規定に違反する場合は、その

旨を公表する制度を設けたいので、この案を提出する。  



 

－41－ 

議案第２４号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  平成２９年２月２４日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

                 記  

路線認定調書  

路 線 名 起    点  終     点  

重 要  

な 経  

過 地  

１０７７５号線  
上尾市大字小敷谷字儘

上７４５番地先  

上尾市大字小敷谷字儘

上７４５番地先  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  大字小敷谷地内の道路を市道路線として認定したいので、道路法第８条

第２項の規定により、この案を提出する。  



 

－42－ 

議案第２５号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  平成２９年２月２４日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

                 記  

路線認定調書  

路 線 名 起    点  終     点  

重 要  

な 経  

過 地  

４０５４３号線  
上尾市大字戸崎字御嶽

７４０番地先  

上尾市大字戸崎字御嶽

６２番地先  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  （仮称）戸崎東部公園の建設に伴い新たに整備する鴨川側道を市道路線

として認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出

する。  



 

－43－ 

議案第２６号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  平成２９年２月２４日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

                 記  

路線認定調書  

路 線 名 起    点  終     点  

重 要  

な 経  

過 地  

２１４８８号線  
上尾市浅間台一丁目１

５番地先  

上尾市浅間台一丁目１

５番地先  
 

５１１２９号線  
上尾市大字瓦葺字荒神

前１９１８番地先  

上尾市大字瓦葺字荒神

前１９１９番地先  
 

５１１３０号線  
上尾市大字上尾下字陣

屋７１２番地先  

上尾市大字上尾下字陣

屋７１２番地先  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。  



 

－44－ 

議案第２７号  

   公平委員会委員の選任について  

 上尾市公平委員会委員に下記の者を選任することについて、同意を求める。  

  平成２９年２月２４日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   藤 木 孝 男  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  公平委員会委員藤木孝男氏の任期は、平成２９年３月３１日で満了とな

るが、同氏を再び選任することについて同意を得たいので、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、この案を

提出する。  


